
2025年度防災会議

1 開会

2025.6.12 19: 00----

川地自治会館

2 連合会長あいさつ

3 協議等

( 1 )防災会議メンバーについて

別記のとおり。

(2)単位自主防災会における災害対策

平時における対策・・-

O地域内の危険個所について共通認、識を持っておく。

三次市 ノ、ザードマップ(*三次市トップページ もしもの時は)

参考「土砂災害ハザードマップ(広島県作成) i 

lハザードマップポータノレサイト(国土地理院) ) 

0補助避難所及び地域避難場所(以下、避難場所)を開設するとなった場合、

誰が開けるのか確認しておく。

*運営において、避難者対応が困難な場合の人員配置の確認。

0地域内で作成している防災用名簿などの更新をし、要支援者などの避難対策

を把握しておくこと。(避難の有無、避難方法、避難場所、連絡先)

O避難場所における防災備品の確認、不足品の調達。(点検、管理)

(水、非常食、毛布、軍手、タオル、救急用品、照明器具、マットレスなど)

[常会などへの啓発]

ム避難情報などの伝達方法を確認しておくこと。(常会内をいくつかのクゃルー

プに分けるなど)

ム地域内での避難先、避難ルート(迂回路)を確認してもらうこと。

ム避難場所の運営は、基本的に避難者で行うこと。(受付、その他作業)

ム避難するときは、水や非常食、薬 (3日分程度)などを持って避難しても

らうこと。

ム避難する時は隣近所にも声掛けて一緒に避難してもらうこと。



ム早めの避難を心掛けること。

ム夜間の避難を避け、明るいうちに避難すること。

ム避難場所では、ベットを連れて入ることはできないので、日頃からゲー

ジなどに慣れさせ、ゲージに入れて一緒に避難できるようにしておくこ

と。(川地小基幹避難所でも同様)

災害時における行動・

0状況を見ながら補助避難所、地域避難場所の開設を検討していくこと。

0避難場所を開設したときは、常会内へ速やかに連絡すること。また、連合本

部へも状況を連絡すること。

0各避難場所と連絡調整し、必要な場合は連合本部と連絡調整すること。

0避難場所を開設したときは、避難者の安否を確認し、避難者受付簿(資料)

へ記入、受付すること。(受付簿を後日、連合本部へ提出すること。*避難者

が無かった場合でも提出のこと。)

0キキクル、気象情報などに注意すること。

(3)連合組織としての災害における初動体制など

現在の各避難場所 *資料

レベル 3 (高齢者等避難)

川地小基幹避難所 *三次市が開設、運営(市・担当者)

-三次市防災一斉メールによる情報取得(自主防災関係者) *広報チラシ

ー難(警戒ー…除一育報一関す]

る情報、新型コロナウイノレス感染症に関する情報、重大事件の犯人逃走情報、そ | 

の他防災や防犯に関する情報など j 

-連合本部 必要に応じ緊急連絡網により防災関係者へ情報伝達、連絡調整

・各自主防災会 必要に応じ常会長内へ周知、状況変化により避難場所開設

を検討

・連合本部 川地小基幹避難所の市・担当者との連絡調整

レベル4 (避難指示)

・三次市防災一斉メールにより情報取得(自主防災関係者)

-連合本部 必要に応じ緊急連絡網により防災関係者へ情報伝達、連絡調整

開設状況などの情報収集→市・担当者→危機管理課

避難場所開設以降の各種要望、支援調整

(緊急を要する場合は危機管理課へ連絡)

n
，ι
 



(下川立自主防災会・岡城自主防災会ほか)

各関係者との連携

[学校関係者一川地地問一三次消防団]

川地分団、ぬくもり施設、医療機関、看護師など | 

-各自主防災会 情報提供、補助避難所、地域避難場所を開設

→常会内へ周知、避難の呼びかけ

避難情報、必要物資、道路状況など本部へ連絡

-備蓄品内容について

川地小基幹避難所 *資料

川地自主防災倉庫(川地中)

JII:t也コミュニティセンター

(4) 自主防災活動における補償

三次市 自主防災組織の活動に対する補償等について

自主防災活動への依頼業務

市民総合賠償保障保険による補償

(5 )その他(情報提供)

・浸水深ポスターの掲示(1 4か所)

・地域避難場所の掲示 (4か所)

*新聞集会所、市場集会所、志和地駅会館、 JAひろしま三次西支庖

・江の川流域(秋町地域)土手のかさ上げ

・上志和地排水機場に係る機能維持工事

-秋町地区マスプロダクツ型排水ポンプ場稼働

・川地中との合同防災講座 (6/28 日本赤十字社「防災セミナーJ)

内
《
叫



2025.6.12 防災会議

4
1
n
L

司

0

8
斗

R
J
u
n
o

マr
n
n
u
n
v
n
U
4
1

司

L

n

d

凋
『

R
U
F
O

守

f
n
H
u
n
w
u
n
U
4
1

月

L

n

d

s
守

に

1
M
G
U

守

F
n
H
u
n
u
u
n
U
4
1
η
4
q
d
a斗

4
1
4
1
4
1
4
2
4
1
4
1
4』

4
E
4
1
4
1
n
t
n
ζ
n
t
n
4
n
4

円

L

n

L

η

L

n

，ι
n
t
n
d
内

d

n

d

司

1U

円
。

所属 氏名

川地自主防災連合会会長 久保田博昭

川地自主防災連合会副会長 森田健二

川地自主防災連合会副会長 中河博司

川地自主防災連合会副会長

防災委員 村岡静明

防災委員 玉岡秀利

上川立上自主防災会 境辰夫

上川立上自主防災会 松岡英徳

上川立中自主防災会 福本幸則

上川立中自主防災会 西川二干男

下川立地区自主防災会 久保田知可治

下川立地区自主防災会 渋谷憲二

岡城自主防災会 有馬健一

中の村自主防災会 末園富雄

中の村自主防災会 川本正勝

志和地自主防災会 童保清隆

瀬谷自主防災会 国政裕次郎

瀬谷自主防災会 国政良信

秋町自主防災会 田中佳博

秋町自主防災会 藤岡一興

川地地区社会福祉協議会会長 玉井隆行

民生委員 角イ弗道治

民生委員 西川しづえ
. 

民生委員 深水美樹

民生委員 宮本正之

主任児童委員 沖田裕子

川地中学校校長 藤本裕佳里

川地小学校校長 原田和明

川地駐在所巡査長 畠山哲弥

川地消防団分団長 河野直樹

かわち小規模多機能施設ぬくもり施設長 角谷浩規

川地連合自治会顧問 鈴木深由希

川地連合自治会顧問 藤岡一弘

連合事務局 前川渉
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避難者受付簿 ( 避難所) 月日

入所時間 住所 避難代表者氏名 男 女 合計人数
車中

退所日時
避難

町
月 日

人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日

. 
人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日. 

人 人 人

町
月 日

. 
人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日

人 人 人

町
月 日

人 人 人

合計 人

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

「
町
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防災情報伝達方法とし乞0)

三次市では，緊急一斉同報システムの整備を行い，三次エリア内に，国や気象

庁の緊急情報や，三次市から災害に伴う情報を配信しています。

H有事の際"やH避難行動の判断Hの情報伝達のひとつとして活用します。

登録方法は，下記QRコードか，下記メールアドレスに空メールを送信するか

により行うことができますので，出来るだけ多くの方の登録をお願いします。

【登録手続きも簡単です.

空メーILO)送信(方法は2つあります)

-右の rQRコード」を携帯電話等で読み取り，

空メールを送信0

・下の「メールアドレス」を手入力し，空メール

を送信。

bousai.miyoshi-city@raiden.ktaiworkjp 

メーIL豊録老衰倍。z. 
-自動的に送られてくるメールを受信。

※ 受信設定で~ bousai@city.miyoshi.hiroshin唱a.jp~ が受信できるよ
うに設定してください。

※ 携帯電話等の設定により，メールを受信できないことがあります。
その揚合は，携帯電話等のメール設定の変更を行うか，携帯電話会社にご
相談ください。

接定&宣録。3. 
.~須項目を確認レ，登録ボタンで，情報を送信。

登録完7メーIL老妻信訪れ博終7。4. 

土砂災害警戒情報
地震速報

惨とが配倍されるd:。

防災情報
気象情報

問合せ先:三海市危機管理監危機管理課

電 話 08Z4・6Z・611'6
p
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| 次市 | 
三次市災害対策本部

(避難所 関係__.tI1..-.LIIIilMr"l"l!l&lll l 市・危機管理課 l
厚生部 0824-62-6283 ':-::.-::: 

危機管理係 f 九

082462-6389082462-6265 〈 P

0824-62・6144 f、
(災害発生・物資支援) えY
総括部開24-62-6243i基幹避難所担当者 l
(堤関係-:::1=_ +C .ili. .::t'.. /"----'、

市・担当者 、-一一ノ
農村整備係 0824-62-6167 可 V 

水道局 0824-62-4843

I 5~ ß1jコEE彊
; 三次市消防団

JII地分屈

分団長:河野直樹

携帯 090-9061-6627

『寸

備北地区消防組合・消防本部

0824-63-1191 

三次消防署 0824-63-1192 

| 広島県 | 

三次庁舎

北部建設事務所 (0824-63-5181)

*県道37号、県道63号、板木川

|国交省 | 
三次河川国道事務所 (0824-63-4121 ) 

土師ダム管理事務所 (0司526-52-2455)

* r JIIの防災情報」板木川、江の川水位

ーー-、 ..-ー・F 司司也 戸ー司"'::. ，.--ーで

川地自主防災連合会緊急連絡網

川地災害対策本部
(川地コミュニティセンター肉)

r :&13~1防災会] 一
場
一
明
利

-
章
一
静
秀

-
民
-
岡
岡

一
防
一
村
玉上川立上 自主防災会 ①②③  

境辰夫 ;山広勝義 !松岡英徳
附 ー蜘3-8498 側 4抑ー2551 附則刊61

上川立中 自主防災会 ①②③  

福本朝lj i 西JlI三千男 !岩広真弓
090-4800-6564 1090-4655-4868 1090-1689-9257 

下川立地区 自主防災会 ①②③  

久保田知可治 !渋谷憲ニ !波多野進
090-2295-7438 :080-6269-0692 :090-7992ー1384

三次市下志和地町663-8

電話 (0824)67-3757 

(会長)久保田博昭

携帯 090-3172-6779

(事務局)前川渉

携帯 090田 2297-8928

(事務局)青木朝生

!| 医療機関等|

重信医院(0824-68-2020)

「ぬくもりJ(0824-65-4077) 

三次中央病院(0824-65-010

l 警察 l 
川地駐在所 (0824-68・291

三次警察署 (0824-64-0110

岡城 自主防災会 ①②③  
元自詐明 l:-~:--=----------~-------r 

1有馬健三 |河野隆史090-4690-6605 : n "，v =-・080-5079-6665 1090-8244-7852 0824-67-3058 !VUU ~V/wUUUv 

中の村 自主防災会 ①②③  

末園富雄 ij1l本正勝 !長岡憲治
蜘叩叩1叩o 仰ω側90-→16ω附B別1-7制 jFω剛90-9制判4制17ト一サ哨怖6防附56

志和地 自主防災会 ①②③  

中河博司 |重保清隆 i森田健二
090-7979-0754 :090-8244-8864 :090-1182-4800 

瀬谷 自主防災会 ①②③  

!匡政裕次郎 |国政良信 ;野崎浩昭
i080-2917-4921ω0-1634-7532:090-9738-0674 

E秋町 自主防災会 ①②③  

神山公生 i田中佳博 i藤岡一興
側 2298-3887 限叩ー3072ω0-5仰す529

川地肪災士会 ①②③  

森田健二 !鈴木深由希 i藤岡一弘
090-1182-4800 1090-8999-3827 !090-6845-4879 

事個人情報のため、取扱いについては注意 仁二コ消防団
すること

| 学校等 l 
i 川地中学校 (0824-68-2015) 

川地小学校 (0824・68・2833)

川地保育所 (0824-68・2731)

| 基幹避難所等 l 
[基幹避難所](三次市開所・運営)

川地小学校 (0824-68-2833) *予備鍵(体育館)

[補助避難所]

川地コミュニティセンター(0824-67-3757)
旧志和地小学校、 JAひろしま三次旧川立支宿

[地域避難場所]

上川立会館、上川立中集会所、岡域会館、関西集会所

JAひろしま三次西支腐、志和地駅会館、市場集会所

新開集会所、瀬谷集会所、山崎神社、秋町集会所、

， [福祉避難所]

かわち小規模多機能施設ぬくもり

川地中学校 (0824-68-2015) *予備鍵(体育館)

*予備鍵をコミュニティセン$1ーにて保管

| 気象斤]
キキクル(危険度分布)*ネット検索

*ピンポイント気象予報

広島地方気象台業務管理室 (0回一223-3950)

|タクシー|
志和地タクシー

(0824回 68-2222)

2025，6，1 
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自主防災組織の活動に対する補償等について

自主防災組織による住民の避難誘導及び避難所運営等の活動は，地域住民の安全・安心を

確保するために極めて重要であるとともに その活動に当たっては.安全を最優先として

実施していただく必要があります。

1 自主防災組識の活動に対する補償【別紙1参照]

住民の避難等に関する業務として，市が自主防災組織に対して文書により依頼した業

務を，自主防災組織の管理下において，自主防災組織の構成員が実施する際にけが等を

負った場合，又は第三者に損害を与えた場合については，市民総合賠償補償保険による

補償の対象となります。

2 文書により依頼した業務(令和2年 1月22日付け危危発第548号)

災害が発生し，又は発生する恐れがある場合における次の業務

(1) 地域住民への避難の呼びかけ

(2) 住民の避難誘導(原則として危険が迫る前)

(3) 自主防災組織が開設・運営する補助避難所の開錠，開設及び運営

住) 地域避難場所の開錠，開設及び運営

(5) 三次市が開設する避難所に対する可能な範囲での運営支援

倍) 地域の避難状況及び知り得た被害状況の三次市(支所を含む)への報告

(7) 地域避難場所等への物資等の配給

(8) 三次市(支所を含む)等に対する不足物資の補給や急病人の搬送等の要請

3 住民の避難等に関する自主防災組織等の役割分担と保険対象

本市における災害時の住民の避難等に関する自主防災組織，市及び消防団の役割分担

や対応する保険の基本イメージは，別紙2参照ください。

なお，災害の状況や地域の実情等により，通常は消防団が行う業務(土嚢積み，排水

作業等)を自主防災組織の構成員が行う場合があり得ますが，そうした場合に生じたけ

が等に対して補償を受けるためには，次のいずれかによる必要があります。

① 現場において，消防団員等の指示を受けて実施する。

{消防団員等公務災害補償等共済又は応急公用負担}

② 市からの依頼文に土嚢積み等想定される活動を追加(危険性が低い業務に限る。)

【市民総合賠償補償保険]

③ 機能別消防団員となり，分団長等の指揮命令下で実施する。

{消防団員等公務災害補償等共済]

-8-
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災害時の自主防災活動に係る市民総合賠償補償保険の適用について

1 適用条件

自主防災組織の活動が市民総合賠償補償保険(以下「市民保険jという。)の「社会

奉仕活動」として適用される条件は次のとおり。

(1 ) 基本条件

ア 無報酬で行われる活動であること(昼食代，交通費等は報酬に含まない。)

イ 労力の提供がなされること

ウ 団体(自主防災組織)の管理下で行われるものであること

ほ) その他の条件

ア 住民の避難等に関する業務として，市が自主防災組織に対して予め書面によっ

て依頼していること

イ 自主防災組織の管理下で活動する者であることを示す名簿の作成(連絡員名簿，

避難所・地域避難場所の開設・運営担当者名簿等)

2 適用対象

1 (2)アにより依頼した業務をイの名簿に登載の構成員が実施する際に生じた

① 第三者に対して与えた損害(市が連帯責任を負う範囲内):蹄償保樹

② 当該構成員本人の負傷や死亡:I補償保障対(自己の財産の損害は対象外)

※ 保険適用(対象であるか否か，適用の程度等)に当たっては，事件毎に判断される。

3 賠償保険の内容

(1 ) 保険の額等

ア 身体賠償(1名につき): 2億円まで

イ 身体賠償(1事故につき): 20億円まで

ウ財物賠償仕事故につき): 2，000万円まで

也) 適用除外の主なもの(皇並愛堕)

ア 消防，救急，治安又は災害救助の業務

イ 自動車(原付を含む)の使用・管理に起因する損害

4 補償保険の内容

(1 ) 保険の額等

ア 死亡補償保険金 500万円

イ 後遺障害補償:死亡補償金の 4'"'-'100% (労災保険の後遺障害等級表と同等)

ウ 入院補償保険金:入院日数に応じ 1万円から 15万円

エ 通院補償保険金:通院日数に応じ 5千円'"'-'6万円 (5日までは 5千円)

倒適用除外の主なもの(鍾企愛盟)

ア 急激・偶然・外来の事故に当たらないもの(明確に危険が予見される場合は

対象外となる可能性がある。)

イ 無免許運転，酒気帯び運転による事故

ウ 業務への往復途中の事故

-9-
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浸水深想定ポスター掲示計画(取りまとめ分)
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中の村

中の村
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設置場所 浸水深(表示)

上川立上分館

上川立上ゴミステーション

人権センター

郷原ゴミステーション

その他(市道)
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円勝寺

下川立集会所

中学校下ゴミステーション

市場集会所

志和地駅会館
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秋町郵便局
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掲示板種別 備考

Aタイプ Bタイ7う
一
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園三次市秋町において、令和5年1月からマスプロダクツ型排水ポンプ設置工事に着手。

圃令和6年4月より実証試験開拍。今桂4年間(-令和9年度)現場裏証誌験実施。
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-現場実証の役割分担

国土交通省点検・整備、故障対応、給電・給油等の維持管理

三次市 排水操作、現場実証に関する調査協力
等
等
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